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12月 下旬迄 行政からの各種書類を受け取る

1月

中旬

国民健康保険料控除証明書が各市区町村より届く（※発行しない市区町村もある）

公的年金の源泉徴収票が年金事務所より届く

年間取引報告書が各証券会社より届く

下旬

医療費領収書 (※１月中を目処にまとめる)

確定申告打合せ

2月 中旬 ２月１６日（火）確定申告 申告受付開始

下旬 ２月２８日（日） さいとう税理士法人営業日

3月

初旬 ３月６日（日） さいとう税理士法人 営業日

中旬
３月１４日（月） さいとう税理士法人 最終申告日

３月１５日（火） 確定申告 申告期限

下旬 ３月３１日（木） 消費税申告期限

4月 中旬
４月２０日（水） 所得税の口座振替納付の場合の振替日

４月２５日（月） 消費税の口座振替納付の場合の振替日

5月 下旬 ５月３１日（火） 所得税延納の納付期限

◎ 平成27年度確定申告 簡易スケジュール表

このあたりで資料
をいただけると
助かります。

平成28年1月発行

パソコンによる申請 スマートフォンによる申請 まちなかの証明用写真機からの申請

今話題のマイナンバー

個人番号カードの申請方法とその流れ

今話題のマイナンバー、通知カードは皆様のお手元にもう届きましたでしょうか？
通知カードが届いたら、希望者は顔写真付の個人番号カードを作成することが出来ます。今回は、その個人番号
カードの作り方を特集致します。

届いた通知カードの下の部分が申請書になっています。申請書に、署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
その他必要事項を記入して、交付申請書の内容に間違いがないか確認し、同封されている送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函し
ます。

郵便による申請の他、パソコンによる申請・スマートフォンによる申請・まちなかの証明写真機からの申請などが可能です。

交付申請用のWEBサイトにアクセ
スします。画面にしたがって必要事
項を入力し、顔写真を添付して送
信します。

交付申請書のQRコードを読み込み、申請用
WEBサイトにアクセスします。画面にしたが
って必要事項を入力の上、携帯で顔写真を
撮影・添付し送信します。

タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金
を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし
ます。 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を
撮影して送信します。

申請後に、交付通知書（はがき）がご自宅に届きます。
本人確認書類を持参し交付通知書（はがき）に記載された交付場所に期限内に取りに行きます。

必要な持ち物

□交付通知書（はがき） □ 「通知カード」 □本人確認書類（※下記参照) □住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

本人確認書類とは
①住民基本台帳カード（写真付きに限る。）・運転免許証・運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降の
ものに限る）・パスポート・身体障害者手帳等のうち1点

②上記①をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

代理の方が取りに行く際に必要な持ち物

□交付通知書（はがき） □ ご本人の本人確認書類（※2） □ 代理人の本人確認書類（※3） □ 代理権者の確認書類（※4）

□ 通知カード □住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） □ご本人の出頭が困難であることを証する書類(※5)

※2 ご本人の本人確認書類とは ・・・本人確認書類①を2点または、本人確認書類①②をそれぞれ1点ずつ、
または本人確認書類②を3点（うち写真付きを1点以上）

※3 代理人の本人確認書類とは・・・本人確認書類①を2点または、本人確認書類①②からそれぞれ1点ずつ
※4 代理権者の確認書類とは・・・法定代理人の場合 ：戸籍謄本その他の資格を証明する書類（ただし、本籍地

が市区町村の区域内である場合は不要）

その他の場合 ：委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
（交付通知書（はがき）の「委任状」欄に記入することで足りる）

※5 ご本人の出頭が困難であることを証する書類とは・・・診断書・本人の障害者手帳・本人が代理人の施設等に
入所している事実を証する書類

交付の際ですが、交付窓口で暗証番号を設定します。
簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録しないようにしましょう。
暗証番号はあらかじめ考えておきましょう。また、設定する暗証番号は以下の4つです。

①署名用電子証明書 ・・・e-taxなどの各種電子申請に利用できます。
②利用者証明用電子証明書 ・・・コンビニで住民票などを取得する際、この暗証番号を入力します。
③住民基本台帳 ・・・個人番号カードには住民票コード情報が入っています。役所で手続きをする際、住民

票コードが必要なときにこの暗証番号を利用します。
④券面事項入力補助用 ・・・個人番号や住所・氏名・生年月日・性別をテキストデータとして利用するための情報が

記録されます。

①に関しては英数字6～16文字以下の暗証番号②～④に関しては数字4桁の暗証番号
又、②～④に関しては同じ暗証番号でＯＫですので、暗証番号は最高で4つ、最低で2つ決めて頂くこととなります。

■実際にスマートフォンから個人番号カードの申請してみました■
通知カードのＱＲコードを読み込み→利用規約確認のチェック→メールアドレス登録→メール受信→そのメー
ルに記載されているＵＲＬをクリック→顔写真を撮影→個人番号カードに点字を入れるか、電子証明書の有
無を選択→完了と、ページの指示に従って進んでいくだけ。特に分かり難い箇所はありませんでした。

Ⅰ 申請方法

郵便による申請

Ⅱ 本人確認書類の準備

Ⅲ 暗証番号の設定

また、本人が病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる方の場合
は、任意代理人による申請・受取りが可能です。その場合は、下記のような書類が必要となります。

署名用電子証明書を取得することで、確定申告等各種の電子申告手続きが可能になります。
もしご自身で税務に関する電子申告に係る手続きをされる際にはご連絡頂きます様お願い致します。

第
７
号
で
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
に
つ
い
て
書

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
私
も

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
を
し
て
、
新
し
く
自
分

の
故
郷
を
見
つ
け
出
し
ま
す
と
書
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
を
夫
婦
と
も
ど
も
「
ふ

る
ぽ
」
と
い
う
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
を
利
用
し
て

行
い
ま
し
た
。
思
っ
て
い
た
よ
り
手
続
き
も

簡
単
で
、
ま
た
謝
礼
品
も
ポ
イ
ン
ト
制
度
に

な
っ
て
お
り
、
交
換
し
き
れ
な
か
っ
た
残
ポ

イ
ン
ト
は
繰
越
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
と

て
も
便
利
で
し
た
。

私
は
岩
手
県
奥
州
市
に
し
ま
し
た
。
恥
ず

か
し
な
が
ら
、
そ
の
市
町
村
の
た
め
に
と
い

う
高
邁
な
精
神
は
な
く
、
謝
礼
品
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
見
な
が
ら
「
何
が
い
い
か
な
？
や

は
り
最
初
は
お
肉
に
し
よ
う
、
ど
こ
の
お
肉

に
し
よ
う
か
？
そ
う
だ
、
先
日
知
人
が
前
沢

牛
は
美
味
し
い
と
言
っ
て
い
た
の
で
前
沢
牛

に
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
奥
州
市
だ
。
」
と
い

う
わ
け
で
奥
州
市
に
し
ま
し
た
。
で
も
謝
礼

品
だ
け
の
た
め
に
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
を
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
故
郷
を
見
つ
け

た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
奥
州
市
の
案
内

を
読
み
ま
し
た
。
人
口
１
２
１
、
３
７
８
人

（
平
成
２
７
年
１
１
月
末
現
在
）
で
岩
手
県

第
三
の
都
市
で
、
宮
沢
賢
治
の
イ
ー
ハ
ト
ー

ブ
の
風
景
地
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
２
か

所
あ
る
そ
う
で
、
見
に
行
っ
て
み
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

ま
た
、
妻
は
福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町
と

い
う
全
然
聞
い
た
こ
と
も
な
い
町
に
し
ま
し

た
。
み
や
こ
町
の
案
内
を
読
み
ま
す
と
、
人

口
は
２
８
，
８
２
７
人
（
平
成
２
７
年
１
１

月
末
現
在
）
と
い
う
小
さ
な
北
九
州
市
の
近

く
に
あ
る
町
で
し
た
。
案
内
を
読
み
、
地
図

で
場
所
を
確
認
し
、
何
故
北
九
州
に
あ
る
の

に
京
都
郡
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
く
う

ち
に
、
だ
ん
だ
ん
親
近
感
が
わ
き
、
や
は
り

こ
こ
に
も
行
っ
て
み
よ
う
と
夫
婦
し
て
思
い

ま
し
た
。
因
み
に
謝
礼
品
は
季
節
の
野
菜
に

し
ま
し
た
。
ま
だ
届
い
て
い
な
い
の
で
す
が

、
妻
が
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
経
験
で
す
が
、
「
ふ
る

さ
と
納
税
」
は
新
し
い
故
郷
を
作
っ
て
く
れ

る
良
い
制
度
な
の
で
、
継
続
し
よ
う
と
思
い

ま
し
た
。



＜お問合せ先＞

何でもお困りのことは、サイトウアソシエイツにお問い合わせください。

連絡先：サイトウアソシエイツ・さいとう税理士法人

TEL:03-3727-6111

FAX:03-3720-3207


